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新宿区再開発等促進区を定める地区計画運用基準 

 

第１ 総 則 

 

１ 目 的 

本運用基準は、新宿区（以下「区」という。）において都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第１２条の５第３項に規定する再開発等促進区の適正かつ円滑な運用を図るため、

その運用基準等を定め、まとまった低・未利用地など相当程度の土地の区域において、円

滑な土地利用転換を推進するため、公共施設等の都市基盤整備と優良な建築物等の一体的

整備に関する計画に基づき、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図る。

それとともに、周辺環境への配慮や街並み景観、周辺市街地との調和等へ充分に配慮し、

一体的、総合的な市街地の再開発又は開発整備を行うことを目的としている。 

 

２ 基 本 目 標 

本運用基準は、東京都が定めた東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準（令和

２年１２月２２日付２都市政土第８００号）を踏まえ、本区におけるゆとりと豊かさを真

に実感できる質の高い、みどり豊かな都市空間を整備し、個性的で快適な都市としていく

ことを目標とし、地域の活性化のための諸機能の拡充・更新等に寄与するよう運用する。 

 

３ 本運用基準の位置付 け  

本運用基準は、区が決定する３ｈａ以下の「再開発等促進区を定める地区計画」につい

て、原則的な考え方を示したものである。 

 

４ 用語の定義 

本運用基準において使用する主な用語の定義は、次に掲げるところによる。 

 

（１）地区計画 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項

第１号に規定する「地区計画」 

（２）再開発等促進区 都市計画法第１２条の５第３項に規定する「再開発等促進区」 

（３）方針 

 

都市計画法第１２条の５第２項第３号に規定する「区域の整

備、開発及び保全に関する方針」 

（４）活用方針 新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針（東京都） 

（５）地区整備計画 都市計画法第１２条の５第２項第１号に規定する「地区整備

計画」 

（６）区域 地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画を定める土地 

（７）街区 原則として、四方を都市計画施設、主要な公共施設、地区施

設等の道路、公園などに囲まれた土地 

（８）地区の区分 区域を、地区計画及び地区整備計画で定める内容、事項などが



2 

 

同一の地区を単位として区分すること。 

（９）指定容積率（％） 用途地域に関する都市計画に定められている容積率 

区域内等の指定容積率が、２以上の異なる容積率にわたる場

合は、加重平均容積率とする（以下「本運用基準」における

容積率、建蔽率に関して同じ。）。 

（10）見直し相当容積率（％） 再開発、開発整備などによる土地利用転換や公共施設整備後、

将来見直すことを想定した場合の指定容積率 

（11）計画容積率（％） 地区整備計画で定める「建築物の容積率の最高限度」 

（12）評価容積率（％） 地区計画の区域内及び周辺市街地環境の整備、改善等に資す

る貢献内容や建築計画などの優良性を評価して設定する容積

率 

（13）見直し相当用途地域 再開発、開発整備などによる土地利用転換や公共施設整備後、

将来見直すことを想定した場合の用途地域 

（14）指定建蔽率（％） 用途地域に関する都市計画に定められている建蔽率 

（15）地区施設 都市計画法第１２条の５第２項第１号に規定する「地区施設」 

主として区域内の居住者等の利用に供される道路、公園、緑地、

広場その他の公共空地などのこと 

（16）主要な公共施設 都市計画法第１２条の５第５項第１号に規定する施設 

土地利用転換により新たに形成される区域に必要なもので、

「都市計画施設」及び「地区施設」を除くもの 

（17）有効空地 当該区域の環境整備に有効で公衆の使用に供する空地で、本

運用基準第２策定基準１（１０）イに適合するもの 

（18）有効空地面積（㎡） 有効空地の実面積に、本運用基準第３技術基準に定める有効

係数を乗じて得た面積 

（19）有効空地率（％） 有効空地面積の合計の敷地面積に対する割合 

(20) 駅まち一体開発 

 

(21) 駅前広場等 

（22）広場状空地 

「活用方針」で定める駅とまちが一体となる都市づくりに寄

与する取組 

「活用方針」で定められた駅まち一体開発に係る駅前広場等 

一団の形態を成す（地上の広場状空地及び駅前広場等が昇降

機等で連続した空間である場合を含む。）１，０００㎡以上の

空地 

（23）歩道状空地 道路に沿って設ける歩行者用の空地 

（24）貫通通路 

 

 

区域内を貫通し、道路などの公共施設相互間を有効に連絡する

主要な公共施設又は地区施設として位置付けられた歩行者専

用通路 

（25）環境緑地 樹木による植栽により、みどり豊かな市街地環境の形成を図

るため、道路に沿って連続的に設けられた空地で、地区施設

に位置付けられたもの 

（26）屋上緑化 建築物の屋上部分に樹木、多年草などを有効に植栽すること 

（27）センター・コア・エリア 「活用方針」で位置づけられた地域で、おおむね首都高速中
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央環状線の内側に位置する、東京圏の中核となるエリア 

（28）育成用途 望ましい都市の実現のため、「活用方針」及び新宿区都市開発

諸制度の運用の基本方針で定められた用途 

（29）企画提案書 「再開発等促進区を定める地区計画」について、区域内の関

係地権者、住民等による再開発、開発整備などの計画に関す

る提案内容を記載した資料 

（30）重要文化財指定建築物 

 

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７条第１項に

よる指定を受けた建築物 

（31）歴史的建造物等 

 

重要文化財指定建築物以外で、保存の位置付けがある歴史的建

築物、ランドマーク、土木構造物、遺構等 

（32）保存緑地 従前からある良好な自然状態を保存すべき一団の緑地 

（33）緑化率 東京における自然の保護と回復に関する条例（平成１２年東

京都条例第２１６号）第１４条第１項及び東京における自然

の保護と回復に関する条例施行規則（平成１３年東京規則第

３９号）第６条第１項に規定する緑化基準に基づき算出した、

敷地面積から建築面積を除いた数値と屋上の面積（屋上のう

ち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面

積）の和に対する地上部及び建築物上の緑化面積の合計の割

合（％） 

（34）カーボンマイナス 省エネルギー対策等によるＣＯ２の排出削減 

（35）一時滞在施設 大規模災害の発生時に、帰宅が可能になるまで待機する場所

がない帰宅困難者を一時的に受け入れる施設 

（36）待機スペース 

 (37) 質の高い住宅 

 (38) サービス付き高齢者向け住宅等 

 (39) サービスアパートメント 

(40) 子育て支援住宅 

(41) 長期優良住宅 

(42) 賃貸住宅 

(43) 受皿住宅 

(44) 住み替え用住宅 

(45) マンション再生 

まちづくり推進地区 

 (46) マンションの建替え計画 

帰宅困難者が一時滞在施設内において待機するための空間 

「活用方針」で定められた質の高い住宅 

「活用方針」で定められたサービス付き高齢者向け住宅等 

「活用方針」で定められたサービスアパートメント 

「活用方針」で定められた子育て支援住宅 

「活用方針」で定められた長期優良住宅 

「活用方針」で定められた賃貸住宅 

「活用方針」で定められた受け皿住宅 

「活用方針」で定められた住み替え用住宅 

東京都マンション再生まちづくり制度要綱に定めるマンショ

ン再生まちづくり推進地区 

次のア又はイのいずれかに該当するマンションの建替えをい

う。 

ア 東京都マンション再生まちづくり制度要綱により区の認

定を受けたマンションの再生に係る計画のうちの建替え計画 

イ 防災性の向上などまちづくりの課題を抱える地域におい

て、周辺との共同化をまちづくりと連携して促進する地区に

おける旧耐震マンションの建替え計画でその計画的な必要性

が明らかにされたもの 
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（47）子育て支援施設 「活用方針」で定められた子育て支援施設 

（48）高齢者福祉施設 「活用方針」で定められた高齢者福祉施設 

（49）元気高齢者の交流施設 「活用方針」で定められた元気高齢者の交流施設 

（50）高齢者福祉施設等 「活用方針」で定められた高齢者福祉施設等 

（51）宿泊施設 「活用方針」で定められた宿泊施設 

（52）無電柱化 

(53) 歩行者ネットワークの整備 

 (54) 域外貢献 

 

 

 (55) 自転車シェアリング 

「活用方針」で定められた無電柱化 

「活用方針」で定められた歩行者ネットワークの整備 

「活用方針」で定められた開発区域外における無電柱化、 

歩行者ネットワークの整備、みどりの保全・創出、木造住宅密

集地域の解消 

「活用方針」で定められた自転車シェアリング 
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第２ 策 定 基 準 

 

１ 区域の要件 

 

都市計画法第１２条の５第３項に規定する土地の区域で、次の（１）から（14）までの

内容に適合すること。 

 

（１） 基本計画等との適合 

 

「再開発等促進区を定める地区計画」を策定するに当たっては、都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針、都市再開発方針等（特に再開発促進地区への位置付け）及び「新宿

区都市マスタープラン」などの都市計画や「都市づくりのグランドデザイン」、「活用方

針」、「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」、「東京都景観計画」、「新宿区景観まち

づくり計画」その他の基本方針など（以下、これらを併せて「基本計画等」という。）に

適合していなければならない。 

ただし、「活用方針」の第８章２ 宿泊施設の整備に着目した都市開発諸制度の運用の

基本方針及び第８章６ 防災都市づくりの推進を目的とした都市開発諸制度の運用の基

本方針については、それぞれ、「新宿区都市開発諸制度の運用の基本方針」に読替える。 

 

（２） 基本的要件 

 

「再開発等促進区を定める地区計画」を策定することができる地域は、再開発等に関

する基本計画等があり、その計画に沿った将来目指すべき市街地像の実現を図るべき地

域で、原則として、新たに道路、鉄道、鉄道駅等の都市基盤が整備されるなど、「用途地

域等に関する指定方針及び指定基準」に基づき用途地域などの見直しができ、かつ、原則

として、計画容積率が指定容積率を超える地域であること。 
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（３） 規模 

 

地区計画の区域などの面積の最低限度は、原則として表－１に示す面積以上とするこ

と。 

表－１ 

種    別 面 積 の 最 低 限 度 

地 区 計 画 の 区 域 定めない。 

再 開 発 等 促 進 区 １．０ｈａ 

地区整備計画の区域 

及び区分された地区 ０．１ｈａ 

街         区 

敷         地 

見 直 し 相 当 

用 途 地 域 

商 業 系    ５００㎡ 

そ の 他 １，０００㎡ 

計 画 容 積 率 １，０００％以上 ５，０００㎡ 

 

（４） 区域の設定 

 

区域は、次のア、イの内容に適合させて設定する。 

 

ア 地区計画の区域及び再開発等促進区の区域 

 

（ア） 区域の形状 

土地利用転換を図る土地及び密接に関係する区域を含め、土地所有の状況、

土地利用の現況及び将来の見通し、現在の用途地域の指定状況、見直し相当用

途地域及び見直し相当容積率などを勘案し、可能な限り整った形状とするこ

と。 

 

（イ） 区域の境界 

原則として、道路その他の公共施設、河川その他の地形、地物など、土地の範

囲を明示するのに適当なものとすること。 

また、見直し相当用途地域及び見直し相当容積率を勘案し、将来の用途地域及

び容積率の境界としてふさわしいものとするとともに、公共施設などの配置も考

慮して設定すること。 

 

（ウ） 区域の範囲 

主要な公共施設、地区施設、建築物等の整備を行うために、ふさわしい広が

りをもった範囲に設定すること。 
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イ 地区整備計画の区域 

 

（ア） 区域の設定 

原則として、街区単位で設定し、街区間相互は、計画の一体性が確保されて

いること。 

 

（イ） 地区の区分 

見直し相当用途地域、見直し相当容積率、方針の内容、地区整備計画で定める

内容又は事項などが一の地区内で異なる場合は、地区整備計画の区域を地区区分

し、地区計画の計画書及び計画図に明示すること。 

 

（ウ） 段階的策定 

地区整備計画の策定及び地区の区分を段階的に行う場合にあっては、その

各々が一以上の建築物を含む街区又はこれに準じる区域で、一団の市街地環境

の形成を行う単位として適切なものとなるように定めること。 

 

（エ） 区域の境界 

原則として、地区計画の区域及び再開発等促進区の境界に準じるが、見直し相

当用途地域、見直し相当容積率又は方針の内容が同一の区域間の境界は、敷地境

界とすることができる。 

 

（５） 主要な公共施設及び地区施設 

 

合理的かつ健全な高度利用を目的とした土地利用転換と都市機能の増進を図るために、

区域内には、新たな土地利用を支える主要な公共施設及び地区施設を定めなければなら

ない。 

なお、主要な公共施設及び地区施設には、都市計画施設を含まないこと。 

 

（６） 道路 

 

次のアからエまでの内容に適合した計画とする。 

 

ア 主要な公共施設又は地区施設は、周辺の道路の整備状況、基本計画等における位置

付けなどを勘案しつつ、土地利用転換後にふさわしい適切な形態及び配置を定め、そ

の幅員は、原則として表－２に示す数値以上とし、区域外の同水準以上の位置付けの

道路又は区域外の同水準以上の幅員の道路に連続的に接続し、適切な道路ネットワー

クを構成するように計画すること。 

また、計画建築物などから生じる発生集中交通量等が、当該区域内及び周辺道路に

与える負荷についての検証を行うなど、その影響を考慮するとともに、将来の道路の

位置付けに配慮し、適切な水準の道路計画とすること。 
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表－２ 

見直し相当容積率（Ｖ０） 主要な公共施設の道路幅員 地区施設の道路幅員 

Ｖ０＜３００％        ８ｍ 

６ｍ 

３００％≦Ｖ０＜５００％        １２ｍ 

５００％≦Ｖ０＜７００％     １６ｍ 

８ｍ 

７００％≦Ｖ０      ２２ｍ 

 

イ 区域内の一部の主要な公共施設の道路幅員については、当該道路に沿って歩道状空

地（主要な公共施設又は地区施設に位置付けられるものに限る。）を設けるととも

に、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を行うことによ

り、交通環境の上でより有効な計画となる場合は、その幅員を表－２に示す数値に含

めることができる。 

 

ウ 見直し相当容積率が３００％未満の区域における地区施設の道路幅員については、

道路のネットワーク構成上及び交通計画上、有効となる場合は、４ｍとすることがで

きる。 

 

エ 指定容積率を上回る計画容積率を定める場合には、建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）第５２条第２項の規定に基づく、前面道路の幅員による容積率の低減を考

慮して、十分な幅員の道路計画とすること。 

 

（７） 公園、緑地、広場その他の公共空地（以下「公園等」という。） 

 

計画、整備する主要な公共施設又は地区施設の公園等は、次のアからウまでに適合す

るものとすること。 

なお、施設計画は、原則として、都市計画法第３３条に規定する開発許可基準を超える

整備水準とすること。 

 

ア 公園 

公園の計画は、区域内及び周辺地域の公園の整備状況並びに整備計画、基本計画等

における位置付けなどを勘案し、適切な形態、配置及び規模を定めること。 

 

 



9 

 

イ 緑地及び広場 

緑地及び広場の計画は、休息、鑑賞、散策、運動などの利用目的にふさわしい空間

として、適切な形態、配置及び規模を定めること。 

 

ウ その他の公共空地 

その他の公共空地は、区域内で道路、公園等の公共施設を補完する機能を有する空間

として、適切な形態、配置及び規模を定めること。 

歩道状空地は、連続的で、起伏などのない計画とし、駐車場の出入口、植栽、環境施

設などを設置する場合は、それらの配置に十分注意し、歩道状空地の機能と連続性を

妨げないものとすること。 

また、道路に沿って環境緑地の積極的な設置に努め、道路や歩道状空地と一体となっ

たオープンスペースとみどりのネットワークを形成し、潤いのある沿道空間の創出及

び都市環境の形成に配慮した計画の実現を図ること。 

 

（８） 施設の将来管理者及び所有者 

 

主要な公共施設又は地区施設の将来管理者及び所有者については、表－３による。 

表－３ 

施 設 の 種 類 所有者及び管理者 建築敷地の取扱い 

道    路 
公共所有：公 共 管 理 建築敷地から除外する。 

公     園 

緑     地 ①公共所有：公 共 管 理 

②民間所有：公 共 と の       

維 持 管 理

に 関 す る 

協定の締結 

原則として、建築敷地から除

外するが、民間所有で敷地内の

空地として一体的に管理できる

場合は、建築敷地に含めること

ができる。 

広     場 

その他の公共空地 

 

（９） 計画容積率の設定 

 

計画容積率は、将来のめざすべき市街地像、計画内容の優良性、当該区域及び周辺に

対する貢献度、計画規模と都市基盤施設等とのバランス、景観や環境に対する配慮、周

辺市街地等との調和などを総合的に判断して設定する。 

 

（10） 有効空地 

 

ア 有効空地の設置 

地区整備計画の区域内には、市街地環境の整備及び改善並びに歩行者空間の確保及

び利便性の向上を図るため、有効空地を設けること。 
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イ 有効空地の対象 

有効空地は、下記の（ア）から（オ）までに定めるものとし、（ア）及び（イ）に

ついては、その実面積は１００㎡を超えるものとする。 

 

（ア） 区域内の広場、緑地等の青空空地又は建築物の開放空間のうち、日常一般に

開放される部分 

なお、主要な公共施設及び地区施設で公共所有・公共管理となるものは除く。 

また、当該部分に設ける植栽、花壇、池泉その他の修景施設などを含み、自

動車の出入り又は駐車する部分を除くものとする。 

 

（イ） アトリウムなどの建築物の内部空間で、日常一般に開放されている部分 

なお、区域の活性化を図るため、特に必要な場合に限るものとし、当該部分

の有効空地面積の合計は、区域内の全有効空地面積の１／２未満であること。

ただし、駅前広場等については、内部空間に含めないものとする。 

 

（ウ） 屋上緑化の部分 

 

（エ） 重要文化財指定建築物、歴史的建造物などの保存等に係る敷地の部分 

 

（オ） 保存緑地の部分 

 

ウ 有効空地の最低限度 

有効空地率は、表－４に示す数値以上とすること。 

なお、有効空地率の最低限度には、屋上緑化の部分の面積は、含まないものとする。 

表－４ 

見直し相当用途地域 見直し相当容積率（Ｖ０） 有効空地率の最低限度 

住居系用途地域 
Ｖ０≦５００％ 

５０％ 

工業系用途地域 
４０％ 

商業系用途地域 

Ｖ０≦４００％  

４００％＜Ｖ０≦７００％  ３５％ 

７００％＜Ｖ０  ３０％ 

 

エ 有効空地率の最低限度の特例 

 

（ア） 有効空地率の最低限度に含めることができる部分 

ａ 住居系用途地域における集合住宅の居住者用の共用庭などで、まとまった

緑化空間が確保されることなどにより、その形態や機能が、景観上又は修景

上、当該地域の環境形成に寄与する場合は、その部分を有効空地率の最低限

度の１／２まで含めることができる。 
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ｂ 学校の校庭など地域コミュニティ育成の場として公開することができる場

合は、その部分を有効空地率の最低限度に含めることができる。 

なお、当該部分は評価容積率の評価対象とはしない。 

 

（イ） 有効空地率の最低限度の緩和 

当該建築物の形態や機能について、区域の活性化に著しく寄与するなど、都市

計画上の利点があって、より良好な計画となるとともに、周辺の市街地と一体的

に良好な環境が確保される場合又は公益上必要でその用途上やむを得ない場合

は、上記ウに示す数値によらないことができる。 

 

オ 複数の計画建築物の敷地の取り扱い 

複数街区又は街区内の複数の敷地を、一体的かつ総合的に整備する計画においては、

それらに含まれる複数の敷地を一つの敷地とみなして前記ウを適用する。 

この場合は、有効空地などの規模、配置や連続性などの点から、その形態や機能が

向上するとともに、計画建築物の配置などを含め、当該計画が周辺市街地に与える影

響の低減などの効果が確実に確保されるように地区の区分を行い、地区整備計画を定

めるものとする。 

 

（11） 計画建築物の壁面の位置の制限 

 

地区整備計画においては、街並み形成や都市景観などに配慮し、計画建築物の敷地（隣

地及び道路）境界線から、壁面の位置の制限を下記により定める。 

       

ア 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例（平成１５年東京都条例第３０号）」により

指定された、「街並み景観重点地区」（以下「街並み景観重点地区」という。）など、条

例や基本計画等に位置付けのある区域で、当該区域内の壁面の位置の制限について、

都市計画上の考え方や数値がガイドラインや方針などで具体的に示されている場合は、

これに適合すること。 

 

イ 上記ア以外の区域においては、表－５に示す数値以上とする。 

  なお、近隣の土地の利用状況を勘案して支障がない場合や、水辺や崖線沿いにおけ

る良好な環境の創出や公共空間の整備による都市機能の向上により周辺市街地環境や

都市機能が向上するなどの都市計画上の合理的な理由がある場合は、この限りでない。 

 

ウ 道路に沿って歩行者交通の処理を適切に補完する必要がある場合には、壁面後退区

域における工作物の設置の制限を行うこと。 
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表－５ 

計画建築物の部分の高さ（Ｈ） 壁面の後退距離 

Ｈ ＜  １０ｍ ２ｍ 

１０ｍ ≦ Ｈ ＜  ５０ｍ ６ｍ 

５０ｍ ≦ Ｈ ＜ １００ｍ ８ｍ 

１００ｍ ≦ Ｈ １０ｍ 

 

（12） 計画建築物の高さの最高限度 

 

ア 高さの最高限度 

区域内の計画建築物の設計地盤面からの高さの最高限度は、下記により定める。 

なお、周辺環境への配慮、周辺市街地との調和及び街並み景観への配慮等は十分に

考慮するものとする。 

 

（ア） 街並み景観重点地区など、条例や基本計画等に位置付けのある区域で、当該

区域内の建築物の高さについて、都市計画上の考え方や数値が、ガイドライン

や方針などで、具体的に示されている場合は、これに適合すること。 

 

（イ） 上記（ア）以外の区域においては、表－６に示す式により算定した数値とす

ること。 

 なお、将来の土地利用の動向、周辺市街地に及ぼす影響などから見て、支障

がない場合は、この限りでない。 

表－６ 

見直し相当用途地域 高さの最高限度（Ｈｘ） 

住居系用途地域 
 

 

  

 

その他の用途地域 
 

 

  

 

Ｈｘ（ｍ）：建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項

第６号による高さ 

Ｖｆ（％）：計画容積率＋α 

α（％）：共同住宅の共用廊下などの用に供する部分に相当する床面積の

割合を算入した数値（開放性があることなどから、床面積に算

入されない廊下等の部分を除く。） 

Ａ （㎡）：計画建築物の敷地面積 

Ｂ （㎡）：有効空地面積 

 

Ｖｆ × Ａ 

１００ × （Ａ―Ｂ） 

Ｖｆ × Ａ 

 １００ × （Ａ―Ｂ） 

× ９ 

×１２ 
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イ 各部分の高さ 

前記アにかかわらず、計画建築物の各部分の高さは、以下によるものとする。 

 

（ア） 街並み景観重点地区など、条例や基本計画等に位置付けのある区域で、当該

区域内の建築物の各部分の高さについて、都市計画上の考え方や数値が、ガイ

ドラインや方針などで具体的に示されている場合は、これに適合すること。 

    

（イ） 上記（ア）以外の区域においては、以下のいずれかによること。 

なお、周辺市街地に及ぼす影響等から見て、支障がない場合は、この限りで

ない。 

 

ａ 当該部分から道路中心線又は隣地境界線までの水平距離に５（塔状建築物

については、周囲の状況により１０）を乗じて得た数値を超えないこと。 

ｂ 上記ａに適合する建築物と同等の天空光を確保すること。  

 

（13） 公共公益施設の整備の推進 

 

周辺市街地の公共公益施設の整備状況や区域特性を踏まえ、表－７に掲げる公共公益

施設のうち、計画区域に必要な施設の整備が行われる内容とすること。 

なお、区長は、必要と認めるときは、建築主等に対し、当該敷地内に子育て支援施設及

び一時滞在施設を設置することを要請する。計画に当たり整備する公共公益施設の種類、

規模、配置及び費用の負担などについては、区及び東京都等の関係機関と協議し、計画に

反映させたものとすること。 

協議に関する手続その他必要な事項については、別途定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

表－７ 

 種  類 公 共 公 益 施 設 の 名 称 等 

ア 交通補完施設 

公共駐車場、公共駐輪場、交通広場、歩行者専用

デッキ、地下鉄出入り口、公共用歩廊、バスター

ミナル、タクシーベイ、地下コンコースなど 

イ 供給処理施設 

地域冷暖房施設、中水道施設、ゴミ中間処理施

設、地域変電施設、自家発電設備、雨水貯水槽な

ど 

ウ 防災、保安施設 
防災備蓄倉庫、防火貯水槽、防災機器収納庫、一

時滞在施設、巡査派出所など 

エ 

地域コミュニティ施設（子

育て支援施設及び高齢者

福祉施設等を除く。以下同

じ。） 

図書館、地域集会所など 

オ 

福祉施設（子育て支援施設

及び高齢者福祉施設等を

除く。以下同じ。） 

障害者支援施設など  

カ 健康・医療施設 
障害者、高齢者を主たる対象とした健康増進施設、 

回復期・維持期リハビリテーション施設など 

キ 子育て支援施設 「活用方針」で定められた子育て支援施設 

ク 高齢者福祉施設等 
「活用方針」で定められた高齢者福祉施設、元気高

齢者の交流施設 

ケ 
歴史的、文化的環境の保

全、整備に資する施設 

文化財保護法に基づく条例などの定めにより、現

状変更の規制及び保存のための措置が講じられて

いる建築物、土木構造物、遺構など 

   

（14） 防火地域の指定及び高度地区の廃止 

 

ア  防火地域の指定 

見直し相当容積率が４００％以上の区域は、原則として、防火地域を指定するもの

とする。 

その他の地区整備計画の区域は、必要に応じて、防火地域を指定するものとする。 

 

イ 最高限度高度地区の廃止 

地区整備計画の区域で最高限度高度地区が指定されている場合は、原則として当該

最高限度高度地区を廃止すること。 
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２ 都 市 環 境 へ の 配 慮と 周 辺 市 街 地 と の調 和 

 

計画に当たっては、当該計画の実現が、都市環境及び周辺市街地に与える影響などに配

慮するとともに、みどりや水など、自然との共生を図るため、次の（１）から（６）までに

定める事項を踏まえた計画内容とする。 

 

（１） 土地利用 

 

計画区域について、基本計画等で示された将来の市街地像の実現をめざすとともに、

周辺市街地の形成過程、今後の動向などに配慮しつつ 、それらとの調和を図ること。 

 

（２） 都市施設 

 

都市施設との整合を図り、都市機能の維持及び増進並びに都市環境の保持及び質の向

上を図ること。 

なお、次のア及びイに定める事項については、計画区域の開発容量などが周辺地域の

都市施設に与える負荷を適切に処理できる内容とすること。 

 

ア 都市交通基盤施設への影響 

当該区域の再開発などにより発生する交通量が、区域内及び周辺道路などに与える

影響について、「大規模開発地区関連交通計画マニュアル（平成２６年６月国土交通

省都市局都市計画課）」などによる予測を行い、必要な対策を講じること。 

なお、相当規模の土地の区域において再開発又は開発整備を行う場合は、それらの

事業が順次、段階的に行われることが想定される。 

こうした段階的な再開発又は開発整備を行う場合には、事業の途中段階において交

通などに著しい支障が生じることが考えられるので、あらかじめ代替又は臨時施設で

の対応や、当該地区計画において定める主要な公共施設や地区施設の暫定整備、暫定

供用を含め、それぞれの段階での発生集中交通量に関する予測調査を行った上で、関

係部課と協議、調整し、計画を策定すること。 

また、歩行者交通による歩道、地下鉄出入口、地下通路、地下広場などへの負荷など、

計画区域外や周辺地域においても、一定の影響範囲での整備、改善の必要性の有無など

に関する調査、検証を行うこと。 

  

イ 下水道等の供給処理施設に対する影響 

下水、雨水、ゴミなどの発生量の予測を行い、関係行政機関と調整を図り、必要な

対策を講じること。 

 

（３） 防災への対応 

 

計画建築物等の各施設及び有効空地は、東京都地域防災計画、新宿区地域防災計画な

どに沿った内容とするとともに、次のアからカまでに定める事項に従い計画すること。 
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ア 予防措置 

地盤、建築物の配置、構造、設備、材料などに留意して、災害の発生防止に有効な

措置を講じること。 

 

イ 避難 

避難時間、避難人口密度などに留意して、適切な避難経路及び避難空間を確保する

こと。 

 

ウ 消防 

消防関係機関、地元消防組織などによる消防活動が円滑に実施できるよう配慮する

こと。 

    

エ 落下物 

落下物による危険を防止するよう区域内の有効空地、歩道状空地及び隣接区域に配

慮した計画とすること。 

 

オ 帰宅困難者対策等 

「東京都帰宅困難者対策条例（平成２４年東京都条例第１７号）」の趣旨を踏まえ、

大規模災害時における建築物の自立性確保について、原則として一定レベル以上の取

組を行うとともに、より一層の帰宅困難者対策に努めること。 

 

（ア） 大規模災害時における建築物の自立性の確保 

大規模災害時に、従業員や居住者などが計画建築物内に一定期間滞在すること

で、帰宅困難者による混乱及び事故の発生等を防止するため、「活用方針」に定め

る防災備蓄倉庫及び自家発電設備を設けること。 

 

（イ） 一時滞在施設の整備 

区と協議し、帰宅困難者のための一時滞在施設を整備するよう努めること（第

２策定基準１（１３）公共公益施設の整備の推進参照）。 

なお、「中核的な拠点地区」及び「活力とにぎわいの拠点地区・地区群」におい

ては、原則として、計画建築物の延べ面積の１％以上を一時滞在施設における待

機スペースとして整備するものとする。ただし、区と協議した結果、敷地の形状、

建物用途などの理由によりやむを得ないと認められた場合は、この限りでない。 

また、一時滞在施設を整備する場合は、「一時滞在施設の確保及び運営のガイド

ライン（平成２７年２月２０日首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議）」に

沿って整備及び運営が行われるよう努めることとする。 

 

カ 無電柱化の促進 

「活用方針」に定める協議を実施すること。 

また、当該協議の上、開発区域内の道路においては、無電柱化を実施すること。 

なお、無電柱化に取り組む場合において、無電柱化を実施する道路の歩道幅員が狭い



17 

 

場合など、道路上に無電柱化の実施に必要な地上機器を設置することが困難な場合に

は、有効空地に地上機器を設置することができる。この場合、土地所有者は、設置部分

について無償で区又は事業者に貸与すること。 

 

キ 開発区域外における防災都市づくりの促進 

開発区域外においても、木造住宅密集地域の解消に資する取組に努めること。 

 

ク その他 

水防法（昭和２４年法律第１９３号）に基づく洪水浸水想定区域図、浸水予想区域

図及び洪水ハザードマップにおいて浸水が想定される区域については「建築物にお

ける電気設備の浸水対策ガイドライン」（令和２年 国土交通省、経済産業省）を踏

まえ、水害時における建築物の自立性の確保に努めること。 

 

（４） 都市環境への配慮 

 

環境に関する法令などの趣旨と内容を踏まえ、環境と共生する都市環境の形成のため

に有効な計画となるよう努めるとともに、次のアからエまでに定める事項に従い計画す

ること。 

また、「東京における自然の保護と回復に関する条例」「新宿区みどりの条例」に規定

する緑化基準以上の緑化に努めるとともに、「都民の健康と安全を確保する環境に関す

る条例」に従い、より一層評価の高い優良な建築物となるように積極的に努めること。 

 

ア 自然的環境 

 

（ア） 緑化の増進 

  ａ 「潤いと風格のあるみどりで賑わう持続可能な都市“新宿”」の実現のため、

地上の空地内及び屋上緑化のみならず、壁面や工作物などの緑化の推進、駐車場

等の芝生化などを推進することとし、「活用方針」に定める「緑化基準値」を満

たすこと。また、「活用方針」に定める「緑化誘導値」への到達に努めること。 

  ｂ 「公開空地等のみどりづくり指針」等に基づき、緑地の配置や周辺の緑とのネ

ットワークなどを考慮した質の高い効果的な緑化空間を形成するよう努めるこ

と。 

  ｃ 「活用方針」に定める「ヒートアイランド対策」緑化推進エリアにおける開発

は、壁面の緑化、広場等の芝生化など熱環境に配慮した被覆対策を積極的に行う

こと。 

  ｄ 周辺地域を含め、自然環境の創出、保全及び向上に有効な既存の緑地の保存と

新たな植栽などによるみどりの創出及び回復を図ること。 

また、開発区域外においても、「活用方針」で対象とするみどりにおいて、み

どりの保全・創出に資する取組に努めること。 

ｅ 生物の生息空間の整備や、生物多様性に配慮した資材調達など、生物多様性の

保全に資する取組に努めること。 
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（イ） カーボンマイナスの推進 

環境性能に優れた計画を実現するため、計画段階から先進的な環境技術や高レ

ベルのエネルギー仕様の導入を図ることとし、次のａから cまでに定める事項に

従い計画すること。 

 

ａ 建築物の外皮の熱負荷抑制及び設備システムの高効率化については、「活用

方針」に定める「評価基準」を満たすこと。 

また、各地区整備計画区域の建築物の床面積の合計が１０，０００㎡を超

える場合は、「活用方針」に定める「誘導水準」への到達に努めること。 

 

ｂ 「活用方針」に定めるエネルギー面的利用の導入、既存の地域冷暖房施設

との接続及び再生可能エネルギーの導入の検討を行うこと。 

 

ｃ 駐車場を整備する場合には、原則として「活用方針」に定める EV 及び PHV 

用充電設備を設置すること。 

 

（ウ） 緑のネットワークの形成 

連続した緑化などにより、都市ににぎわいと潤いを与える緑のネットワークの

形成を図る計画となるよう努めること。 

 

（エ） 日照など 

周辺の土地利用の現況及び将来の市街地像並びに土地の自然的条件に配慮し、

計画区域及び周辺地域の良好な環境を確保する計画とすること。 

      

（オ）  風環境 

高層建築物を計画する場合は、当該区域の通風の確保や風害の防止など、風

環境に十分配慮し、地域特性に応じた配置とするとともに、風洞実験その他の

シミュレーションなどにより、風環境などの影響を予測し、その予防及び改善

のための適切な措置を講じること。 

 

イ 歴史的、文化的環境 

当該区域又は周辺地域において、良好な歴史的、文化的環境が形成されている場合

は、それらの街並み、コミュニティ空間などの維持、保全や継承、調和に十分配慮す

ること。 

 

ウ 都市景観 

（ア） 計画区域内における建築物などの各施設の高さ、形態、意匠などの景観形成要    

素は、新宿区景観まちづくり計画及び東京都景観計画などに適合するとともに、

骨格的な都市景観や周辺市街地との均衡に配慮し、個性ある美しい空間の形成に

寄与する計画とすること。 
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また、区及び東京都の景観条例に基づき、景観関係部局と十分に調整を行う

こと。 

 

（イ） 街並み景観重点地区に指定される場合は、街並み景観ガイドラインを策定す

ることを原則とし、質の高い都市景観の形成を図ること。 

 

（ウ） 建築物などの形態、色彩などが周辺地域に与える影響については、個々の建築    

物のデザインだけではなく、建築物相互の調和に配慮するとともに、計画区域全

体が、質の高い都市景観を創出する計画とすること。 

 

（エ） 建築物と道路、空地との関係にも配慮し、質の高い、快適な空間の創出を図る

計画とすること。 

 

（オ） 有効空地内には、原則として、広告物その他の工作物の設置を行わないこと。       

ただし、別に定める細目の要件に適合するものについては、この限りでない。 

   

エ  その他 

資源の適正利用、省エネルギーに十分配慮した計画とすること。 

計画建築物による電波障害などの影響を軽減するとともに、影響に対しては適切な

対策をとること。 

雨水の流出抑制に配慮した計画とすること。 

 

（５） 福祉のまちづくり 

 

ア 福祉、健康・医療施設の整備促進 

少子高齢・人口減少社会に対応するため、子育て支援施設や高齢者福祉施設など、福

祉、健康・医療施設等の整備促進を積極的に図ること。また、子育て支援施設について

は、区と協議を実施すること（第２策定基準１（１３）公共公益施設の整備の推進参

照）。 

 

イ 福祉のまちづくりの推進 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１

号）」に定める建築物移動等円滑化基準及び「東京都福祉のまちづくり条例（平成７

年東京都条例第３３号）」に定める整備基準に適合するように努め、高齢者、障害者

などをはじめ、全ての人が、施設などを安全かつ快適に利用できるよう、福祉のまち

づくりに十分配慮すること。 

また、「新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例（令和２年新宿区条例第１３

号）」の整備基準に適合するように努め、誰もが移動しやすく、利用しやすく、わか

りやすいまちとなるよう、ユニバーサルデザインに十分配慮すること。 
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（６） 駅とまちが一体となる都市づくり  

 

駅周辺において本制度を適用する場合は、次のア及びイに従うとともに、駅を中心

とした広場空間の整備や機能の集積によるにぎわいの創出、地上・地下の歩行者ネッ

トワークの整備、バスや自転車シェアリングなどの交通手段と鉄道ネットワークとの

連携強化による地域の回遊性の向上を図るなど、駅とまちが一体となった都市づくり

を積極的に行うこと。  

そのため、必要に応じて、駅を含む地域全体のデザイン・ガイドライン等を策定

し、地域特性に応じた駅周辺の整備の方向性を示し、その実現に向けた取組を行うこ

と。  

また、当該デザイン・ガイドライン等に基づき取組を行う際に、当該地域で複数の

都市開発を想定している場合は、適切な役割分担を図ること。  

 

ア 地下鉄駅とまちが一体となる取組 

地下鉄駅周辺における本制度の適用に当たっては、原則として次の取組を行うこ

と。 

 

（ア）駅前広場等の整備 

地下鉄駅と接続する都市開発を行うに当たっては、地下鉄駅の連絡通路等と接

続する駅前広場としての人だまり空間を、開発区域内に原則として整備するこ

と。なお、人だまり空間の規模については、５００㎡以上かつ敷地面積の１０％

以上を原則としつつ、「活用方針」に定める協議等に基づいて適切に設定するこ

と。 

また、「活用方針」に定める協議等を踏まえ、必要に応じて、駅前広場から他

の街区等につながる主要な通路を整備すること。 

 

（イ）駅利用者の動線の改善 

「活用方針」に定める協議の上、バリアフリー化などの駅利用者の動線の改善

を図ること。 

 

（ウ）交通結節機能の向上 

「活用方針」に定める協議の上、バスベイやタクシー乗降場、公共駐輪場、自

転車シェアリングのサイクルポートの整備などにより、交通結節機能の向上を図

ること。 

なお、敷地内にバスターミナルなどの公共交通の用に供する空間を整備する場

合は、その整備面積を有効空地とみなすことができる。 

 

イ 地上駅とまちが一体となる取組 

地上駅周辺における本制度の適用に当たっては、ア（イ）及び（ウ）の取組を原則

として行うこと。 
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第３ 技 術 基 準 

 

１ 計 画 容 積 率 の 設 定 

 

計画容積率については、見直し相当容積率に評価容積率を加えた範囲内で、計画内容の

優良性、当該区域及び周辺市街地に対する貢献度、計画規模と都市基盤施設等とのバラン

ス、住宅など、地域環境の育成及び整備に対する貢献度、景観に対する配慮、周辺市街地と

の調和等を総合的に判断して設定する。 

なお、計画容積率は次に示す算定方式による。 

 

計画容積率≦見直し相当容積率＋評価容積率 

 

２ 見直し相当容積率の設定 

 

見直し相当容積率は、当該区域の都市構造上の位置付け、土地の高度利用や都市機能の

増進への貢献度、質の高い住宅の整備や業務商業機能の開発、整備及び育成への寄与度な

どを勘案して、「用途地域等に関する指定方針及び指定基準（令和元年１０月東京都）」に

基づき設定する。 

その際、見直し相当用途地域及び見直し相当容積率は、計画区域又は周辺地域の骨格的

な都市基盤施設等の整備状況などを勘案して、次の（１）から（３）までの内容を総合的

に評価し設定する。 

 

（１） 都市構造上の位置付けの評価 

 

基本計画等の位置付けなどを考慮し、用途地域及び容積率を総合的に評価する。 

 

（２） 骨格的な都市基盤施設（都市計画施設）の評価 

   

地区計画により骨格的な都市基盤施設を整備する場合又は既に完成された施設で開発

規模などに応じた必要な対策が講じられている場合は、内容、貢献度などを総合的に評

価する。 

 

（３） 主要な公共施設及び地区施設の評価 

 

土地利用転換後に必要な施設であることから、見直し相当容積率で評価することを原

則とする。 

第２策定基準１（６）イの歩道状空地についても、本項に基づき評価する。 

なお、当該区域の公共施設が、既に土地利用転換後の区域に応じた整備水準にあり、

特に地区計画によって整備する必要がない場合においては、これら既存の公共施設など

を総合的に勘案し、適宜、第３技術基準３（５）に規定する「地区基盤施設の評価」に

より評価することができる。 
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３ 評価容積率の設定の方法 

 

原則として、地区整備計画の区域の区分された地区ごとに（＊）、再開発等の計画内容

が当該区域及び周辺市街地の開発、整備に貢献する度合いなどを勘案し、次の（１）から

（６）までの内容を総合的に評価して評価容積率を設定する。 

評価の対象とする施設は、見直し相当容積率の範囲内で設けられたものに限ることとす

る。 

また、容積不算入の扱いとなる施設の全部又は一部については、評価の対象にはしな

い。 

なお、（２）から（４）までにおいて評価容積率設定の対象とする施設は、住宅、宿泊

施設及び第２策定基準１（１３）表－７に掲げる施設とする。 

（＊） 

区の都市マスタープランその他これらに類するものにおいて、木造住宅密集市街地

の防災性の向上と住環境の改善を図るべき地域の位置づけがあり、かつ、東京都市計

画防災街区整備方針による「防災再開発促進地区」の指定がされた地域において、市

街地再開発事業等を活用し、一体的かつ総合的な整備が図られ、木造住宅密集市街地

の防災性の向上と住環境の改善に寄与する計画となる場合は、地区整備計画の区域の

区分された複数の地区を一の地区と見なして評価容積率を設定することができる。 

 

（１） 有効空地の計画の評価 

 

計画建築物の敷地内に設ける有効空地は、その形態、規模、配置、機能などにより、第

３技術基準４「有効空地算定基準」に基づき、その実面積に有効係数を乗じて得た、有効

空地面積に相当する面積や緑化の取組を勘案して、評価容積率を設定する。 

 

（２） 区域環境の整備、改善及び向上に資する施設計画の評価 

 

区域環境の整備、改善及び向上に資する施設計画で、次のアからウまでに掲げるもの

については、計画内容及び整備水準に応じた評価を行うものとする。 

          

ア 区域の交通環境の整備、改善等に資する施設の計画 

交通補完施設等におけるその計画施設面積の敷地面積に対する割合を勘案した評価

指定容積率 

見直し相当容積率 
計画容積率 

評価容積率 
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容積率を設定することができる。 

 

イ 区域の供給処理機能の整備、改善等に資する施設の計画 

供給処理施設等におけるその計画施設面積の敷地面積に対する割合を勘案した評価

容積率を設定することができる。 

 

ウ 災害に強いまちづくりへ貢献する施設の計画 

防災、保安施設等におけるその計画施設面積の敷地面積に対する割合を勘案した評

価容積率を設定することができる。 

また、「活用方針」及び「新宿区都市開発諸制度の運用の基本方針」に定める一時

滞在施設を設ける場合は、以下により評価容積率を設定することができる。 

 

待機スペースの床面積÷敷地面積×１００％×０．４ 

 

（３） 地域の育成及び整備に貢献する施設計画の評価 

 

質の高い住宅の整備など、地域の育成及び整備に貢献する施設を導入する計画で、次

のアからクまでのものについては、計画内容及び施設の整備水準に応じて評価を行うも

のとする。 

 

 

 評価容積率   

    

  見直し相当容積率   

    

     

 

ア 住宅の供給の促進に寄与する施設の計画 

下記のエリア内で計画された住宅の用に供する床面積のうち、容積対象部分の面積

を評価の対象とすることができる。評価容積率については、それぞれ次に定めるところ

による。 

   

（ア） センター・コア・エリア内における以下の地域において住宅を設ける場合 

ア 国際ビジネス交流ゾーン（中核的な拠点地区を除く。） 

イ 中核的な拠点周辺地区 

ウ 活力とにぎわいの拠点地区 

エ 都市計画のマスタープランなどにおいて都市計画的な位置付けが明確にされ

計画容積率 

評価の対象となる施設の

設置により設定される評

価容積率の割合 

評価容積率設定のために必

要な施設の容積対象の部分 

（見直し相当容積率内） 
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た区域（中核的な拠点地区を除く。） 

オ 中核的な拠点地区の内、都市計画のマスタープランなどにおいて都市計画的な

位置付けが明確にされた区域で、かつ、周辺との一体性の確保が可能で特に支障

がない区域 

 

住宅床面積のうち容積対象部分の面積÷敷地面積×１００％×１．０ 

 

（イ） センター・コア・エリア外で、かつ、中枢広域拠点域内において延べ面積の

２／３以上の住宅を設ける場合 

 

住宅床面積のうち容積対象部分の面積÷敷地面積×１００％×０．８ 

 

イ 住み替え用住宅等の整備の促進に寄与する計画 

受け皿住宅、住み替え用住宅を整備する場合 

 

住み替え用住宅等のうち容積対象部分の面積÷敷地面積×１００％×１．０ 

 

ウ 旧耐震マンションの建替えに寄与する計画 

マンションの建替え計画において、旧耐震マンションを建替える場合 

 

住宅床面積のうち容積対象部分の面積※÷敷地面積×１００％×１．０ 

※除却する旧耐震マンションの容積対象部分の面積を上限とする。 

 

エ 文化、教育等及び地域社会のコミュニティの向上に貢献する施設の計画 

地域コミュニティ施設等を計画するものに、次式で得られた値を評価容積率として

適用することができる。 

 

地域コミュニティ施設等の床面積÷敷地面積×１００％×０．５ 

 

オ 福祉、健康・医療施設の計画 

  福祉施設等を計画するものに、次式で得られた値を評価容積率として適用すること

ができる（健康・医療施設については、表－７に掲げる施設とする。）。 

 

福祉施設等の床面積÷敷地面積×１００％×０．６ 

 

カ 子育て支援のために必要な施設の計画 

  子育て支援施設を計画するものに、次式で得られた値を評価容積率として適用する

ことができる。 

 

子育て支援施設の床面積÷敷地面積×１００％×１．０ 
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キ 高齢者福祉施設等の整備促進に係る計画 

  高齢者福祉施設等を計画するものに、次式で得られた値を評価容積率として適用す

ることができる。 

 

高齢者福祉施設等の床面積÷敷地面積×１００％×１．０ 

 

ク 宿泊施設の整備の促進に寄与する計画 

「活用方針」及び「新宿区都市開発諸制度の運用の基本方針」において定める「宿

泊施設の整備を促進すべきエリア」内で計画された、宿泊施設の用に供する床面積

（一般の利用に供する集会場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分

を除く。）のうち、容積対象部分の面積を評価の対象とすることができる。評価容積

率については、次式で得られた値による。ただし、評価容積率は３００％を限度とす

る。 

 

宿泊施設の床面積÷敷地面積×１００％×１．０ 

 

（４） 歴史的、文化的環境の保全、整備に資する施設計画の評価 

 

重要文化財指定建築物、歴史的建造物等の保存、修復など、歴史的、文化的環境の保

全、整備に資する計画を行うものに、評価容積率を設定することができる。 

当該建築物の重要性、規模、公開性など、地域への寄与度などを勘案した評価容積率

を、以下のように設定することができる。 

    

ア 建造物全体を登録文化財等として保存する場合には、その床面積等に相当する部分

の敷地面積に対する割合を評価容積率として設定できる。 

 

イ 建造物全体の外観又は建築的に価値のある外壁などを保存する場合は、保存、修復

等の困難性などに応じて、一定の評価容積率を設定できる。 

 

（５） 地区基盤施設の評価 

 

主要な公共施設及び地区施設については、整備水準等に応じて評価を行うものとす

る。 

 

ア 主要な公共施設の評価        

原則として、見直し相当容積率で評価するが、施設の内容、規模等を勘案し、区域

特性を踏まえて評価することが妥当な場合は、本項により評価を行うことができる。 

 この場合において、当該施設の整備内容、規模及び当該施設の都市機能の増進に対

する貢献度などを勘案して、評価を行う。 
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イ 地区施設の評価        

原則として、見直し相当容積率で評価するが、施設の内容、規模等を勘案し、区域

特性を踏まえて評価することが妥当な場合は、本項により評価を行うことができる。 

この場合、区域及び周辺市街地環境の整備、改善に資する貢献度などを考慮して評

価を行う。 

 

（６） 開発区域外における基盤整備等の評価 

 

「活用方針」に定める協議に基づき、域外貢献を行う場合は、次に定めるところによ

り、評価容積率を設定できる。ただし、域外貢献による評価容積率の合計は、２００％

を限度とする。 

 

ア 無電柱化の評価 

不動産鑑定評価基準に基づく収益還元法により算出した値による。 

 

イ 歩行者ネットワークの整備の評価  

駅利用者の動線の改善、地域全体のデザイン・ガイドライン等に位置付けのある地

下通路、デッキ、道路の表層整備等については、次式で得られた値による。 

 

施設整備面積÷敷地面積×１００％×係数 

 

係数は、地域の整備改善寄与度に応じて定めるものとし、上限は10とする。ただ

し、施設整備が地域の回遊性の向上等に資するもので、特に必要があると認められる

場合の上限は、この限りでない。  

 

ウ みどりの保全・創出に資する取組の評価 

「活用方針」に定める「対象とするみどり」の区域において、みどりの保全・創 

出に資する取組については、次式で得られた値による。 

 

 施設整備面積÷敷地面積×係数×１００％×誘導係数 

 

係数は、地域の整備改善寄与度に応じて定めるものとし、上限は10とする。た

だし、特に必要があると認められる場合の上限は、この限りでない。 

 

エ 木造住宅密集地域解消に資する取組の評価 

「活用方針」に定める木造住宅密集地域の解消に資する取組については、次式で 

得られた値による。 

 

施設整備面積÷敷地面積×係数×１００％×誘導係数 
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係数は、地域の整備改善寄与度に応じて定めるものとし、上限は10とする。ただ

し、木造住宅密集地域解消に大きく寄与するもので、特に必要があると認められる場

合の上限は、この限りでない。 

 

 オ 誘導係数 

誘導係数は、活用方針、都市開発諸制度の適用に関する環境都市づくりに係る規

定の取扱い指針及び都市開発諸制度の適用に関する防災都市づくりに係る規定の取扱

い指針によるものとする。 

 

４ 有 効 空 地 算 定 基 準 

 

（１） 有効空地による評価容積率の設定 

 

有効空地による評価容積率は以下のとおりとする。 

 

ア 評価容積率 

 

有効空地により設定する評価容積率は、表－８に示す式により算定した数値とする。 

なお、同表中のＰは、有効空地率（有効空地面積／敷地面積）とする。 

表－８ 

見直し相当用途地域 見直し相当容積率（Ｖ０） 評価容積率（％） 

住居系用途地域 
Ｖ０ ≦ ５００％ （Ｐ－４０）×５ 

工業系用途地域 

商業系用途地域 

Ｖ０ ≦ ４００％ （Ｐ－３０）×５ 

４００％ ＜Ｖ０ ≦ ７００％ （Ｐ－２０）×５ 

７００％ ＜Ｖ０ （Ｐ－１０）×５ 

 

（２） 有効空地面積 

 

有効空地面積は以下のとおりとする。 

 

ア 評価容積率設定に係る有効空地面積 

評価容積率を設定する際には、対象とする有効空地の実面積に第３技術基準４
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（３）に示す有効係数や緑化係数を勘案して、有効空地面積を以下のように算定す

る。 

 

評価容積率設定に係る有効空地面積 

＝有効空地Ａ（※１）の実面積×有効係数×緑化係数（※２） 

＋有効空地Ｂ（※３）の実面積×有効係数×緑化係数 

 

※１ 有効空地Ａ 

   （３）イ（ア）緑化の特例及び（オ）保存緑地の特例の適用が可能な有

効空地のこと。 

※２ 緑化係数 

   有効空地Ａに係る部分は、緑化率が４０％未満の場合に適用する。 

※３ 有効空地Ｂ 

   有効空地Ａ以外の有効空地のこと。 

緑化係数は次のように定める。 

（ア）緑化率３０％の場合、緑化係数０.９５ 

（イ）緑化率４０％の場合、緑化係数１.００ 

（ウ）エリアごとに次のように定める。 

①一般地区において緑化率５０％以上の場合、緑化係数１.０５ 

②緑化推進エリアにおいて緑化率５４％以上の場合、緑化係数１.０７ 

なお、緑化率が（ア）から（ウ）までの間の値の場合は、それぞれの緑化係数の値

の線形補完※により算出するものとする。 

また、複数街区を一体的かつ総合的に整備する計画で、同時に地区整備計画を定

める都市計画決定を行う場合には、複数街区を一体的とみなして緑化率を適用する

ことができる。 

※線形補完 

緑化率は以下の式により算出し、緑化面積の算出方法、算出対象などについては、

「東京における自然の保護と回復に関する条例」及び「東京における自然の保護と回

復に関する条例施行規則」の規定によるものとする。 
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         地上部の緑化面積  ＋ 建築物上の緑化面積 

緑化率（％）＝                         ×１００％ 

        （敷地面積－建築面積）＋   屋上の面積(※) 

※屋上の面積 

屋上のうち建築物の管理に必要な施設に係る部分の面積を除いた面積 

 

緑化率が４０％を超える場合は、点数表※による点数に応じて、緑化率に割増

係数※を乗じて緑化係数を設定することができる。 
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※点数表 

 

 

評価項目 評価内容  評価区分 点数※１ 

周辺みど

りとの連

続性 

近隣の公園

や隣接する

有効空地※２

等のみどり

との連続性 

「公園その他の緑地、

有効空地、道路及び河

川に接する部分の長

さ」に占める「周辺の緑

沿いに設ける一定以上

の幅を確保した緑の延

長」の割合 

70%以上 20 

60%以上 70%未満 15 

50%以上 60%未満  10 

樹種の多

様性 

落葉樹・常

緑樹のバラ

ンスのとれ

た植栽 

高木本数（既存樹木を

含む。）に対する落葉高

木の割合 

50%以上  15 

40%以上 50%未満 10 

30%以上 40%未満 5 

既存樹木

の保全・ 

活用 

既存樹木の

うち、健全

な樹木の保

全・活用 

「地上高さ 1.2ｍにお

ける幹周り 60cm以上の

保全・活用すべき既存

樹木」の保全・活用割合 

50%以上  15 

25%以上 50%未満 10 

0%超 25%未満 5 

樹高の高

い木の植

栽 

植栽基盤を

確保した上

での、より

樹高の高い 

木の植栽 

生育に必要な土壌厚さ

を確保した樹高の高い

木（既存樹木を含む。）

の平均樹高 

7m 以上  20 

6m 以上 7m 未満 15 

5m 以上 6m 未満  10 

芝生・水 

面による

被覆 

まとまりの

ある芝生地

及び水系施

設の整備 

一定以上（10 ㎡以上の

まとまり）の芝生地の

面積及び水面面積の有

効空地※２に占める割合 

10%以上  10 

5%以上 10%未満  8 

0%超 5%未満  5 

建築物上

の緑化 

地上部から

視認性の高

い建築物上

の緑化 

道路に面する地盤面か

らの高さが 20ｍまでの

部分の壁面面積に対す

る緑化、屋上緑化及び

ベランダ緑化の面積の

割合 

15%以上  10 

10%以上 15%未満 8 

5%以上 10%未満 5 

生物多様

性の確保 

生物の生息

空間の整備 

「生物の生息空間」の

面積の有効空地※２に占

める割合 

10%以上  10 

5%以上 10%未満 8 

0%超 5%未満 5 

※１ 評価区分に合致しない場合の点数は０とする。  

※２ この点数表における有効空地は、第２策定基準１（１０）イ（ア）における、建築

物の内部空間を除く空間を対象とする。 
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※割増係数 

 

イ その他の有効空地面積 

有効空地率の最低限度や計画建築物の高さの算定に係る有効空地面積は、対象とす

る有効空地の実面積に第３技術基準４（３）に示す有効係数を乗じて得た数値とする。 

 

有効空地面積＝有効空地の実面積×有効係数 

 

  

点数表による合計得点 80点以上 61∼79点 40∼60点 39点以下 

割増係数 1.3 1.2 1.1 1.0 
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（３） 有効係数 

 

ア 一般例 

表－９ 

開放型空間 地 上（地 下） 有効空地と道路等との段差 有効係数 

 

青空空地型  

プラザ    

パーク    

サンクンガ

ーデン 

デッキなど   

 
０      ～  １．５ｍ以内 

 

１．５ｍ超～ ３．０ｍ以内 

 

３．０ｍ超～ ６．０ｍ以内 

 

６．０ｍ超～１２．０ｍ以内 

１．０ 

 

０．８ 

 

０．６ 

 

０．４ 

 

側面開放型 

ピロティ 

アーケード 

サンクンガ

ーデンなど 

 

 

０    ～ １．５ｍ以内 

 

１．５ｍ超～ ３．０ｍ以内 

 

３．０ｍ超～ ６．０ｍ以内 

 

６．０ｍ超～１２．０ｍ以内 

０．８ 

 

０．６ 

 

０．５ 

 

０．３ 

 

０    ～ １．５ｍ以内 

 

１．５ｍ超～ ３．０ｍ以内 

 

３．０ｍ超～ ６．０ｍ以内 

 

６．０ｍ超～１２．０ｍ以内 

０．６ 

 

０．５ 

 

０．４ 

 

０．２ 

車道 
歩道 

有効空地 

段差 

境界 

歩道 
車道 

段差 

有効空地 
境界 

・高さの幅に対する割合が1/1以上の場合 

境界 
（地下） 

有効空地 

高さ 

建築物 

幅 

車道 
歩道 

車道 
歩道 

建築物 

有効空地 

幅 

高さ 

境界 

・高さはおおむね５ｍ以上とする。 

・高さの幅に対する割合が 1/2 以上 

  1/1 未満の場合 

車道 
歩道 

建築物 

有効空地 

幅 

高さ 

境界 

幅 

車道 
歩道 建築物 

有効空地 

高さ 境界 

・高さはおおむね５ｍ以上とする。 
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閉鎖型空間 地 上（地 下） 有効空地と道路等との段差 有効係数 

 

 

屋内広場型 

 

 

 

０    ～ １．５ｍ以内 

 

１．５ｍ超～ ３．０ｍ以内 

 

３．０ｍ超～ ６．０ｍ以内 

０．４  

 

０．３  

 

０．２  

 

 

コンコース型 

地下通路、 

ガレリア、 

パッサージ

ュなど 

 

 

 

０    ～ １．５ｍ以内 

 

１．５ｍ超～ ３．０ｍ以内 

 

３．０ｍ超～ ６．０ｍ以内 

０．４  

 

０．３  

 

０．２  

道路等 ： 原則として、区域、地区及び街区の接する道路のレベルをいう。 

 

道路等が複数ある場合は、それぞれの部分との段差とする。 

また、空中歩廊、歩行者デッキ、地下歩行者ネットワークなどの施設に接続するものにあっ

ては、その部分からの段差とする。 

 

アトリウム（天窓開放型吹き抜け空間）など特別な場合は、この表によらず、別途その規模、

形状などにより、有効係数を定める。 

 

歩道 

境界 

屋内広場 

 

有効空地 

おおむね 

12m 

以上 

歩道 

境界 

屋内広場 

 

有効空地 

おおむね 

12m 

以上 

空間の水平投影面積の外周のおおむね

1/4 以上が、屋外広場等に２方向以上

で接続すること。 

幅員おおむね６ｍ以上で屋外広場等に

２方向以上で接続すること。 

コンコース 

有効空地 

 

おおむね６m 以上 

歩道等 

境界 

3m 

以上 

歩道等 

コンコース 

有効空地 

おおむね６m 以上 

境界 

3m 

以上 

←上部は建築物または屋根 

←上部は建築物または屋根 
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イ 特例 

有効空地のうち、土地の高度利用、自然的環境の保護、回復、創出及び文化的環境の

向上に資するよう計画された部分などについては、次の特例によることができる。 

なお、次の（ア）の適用を受ける有効空地は、原則として有効空地面積の合計の 

２分の１を超えてはならない。 

 

（ア） 緑化の特例 

有効空地（専用庭及び青空駐車場の用に供するものを除く。）のうち、樹木、草

木又は水面を配置する部分の特例は、次に掲げる内容とする。 

      

ａ 地表部分の緑化の特例 

 有効係数は、（ａ）又は（ｂ）を適用する場合には、表－９に定める有効係

数に１．２を乗じて得た数値とする。 

 

（ａ）一定範囲の土地を柵、縁石等で区画し、その土地に適正に植栽する場合 

ａ） 面積算定 

その区画した部分とする。 

ｂ） 樹木の本数などの要件 

土地１０㎡につき、表－１０に掲げる樹種と本数の樹木を植栽す

ることを標準とする。 

表－１０ 

土地１０㎡につき、植栽する樹木の樹種及び本数の組み合わせの標準 

高木（通常の成木の樹高が３ｍ以上で、植樹時に２．０ｍ以上のもの） １本 

中木（通常の成木の樹高が２ｍ以上で、植樹時に１．２ｍ以上のもの） ２本 

低木（植樹時に樹高が０．３ｍ以上のもの） ３本 

 

（ｂ）独立して植栽する場合 

ａ） 面積算定 

上記（ａ）に該当しない場合で、支柱をするなど樹木の生育及び保

護のために適切な措置がとられているときに限り、表－１１に掲げ

る数値とみなす。 

表－１１ 

樹種１本当たりのみなし算出面積の標準 

高木 
３㎡ 

植栽時に樹高が３ｍを超えるものは、その高さの７割を直径とする円の面積 

中木  ２㎡ 

低木 

 枝葉の拡がりが、直径６０ｃｍ以上あるものは１本当たり１㎡ 

枝葉の拡がりが直径６０ｃｍに満たない場合は、低木（２～８本程度）を寄

植えして、枝葉の拡がりが６０ｃｍ以上に植栽することにより、１㎡とする。 
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ｂ  屋上緑化の特例 

      （ａ）有効空地面積 

屋上緑化によって生じる緑化面積（植栽基盤の面積）に有効係数０．２

を乗じて得た数値を、有効空地面積として算定することができる。 

この場合において、当該屋上緑化による有効空地面積は、第２策定基準

－１（10）ウ及びエに定める有効空地率の最低限度を算定する場合の面積

には加えることはできない。 

     

（ｂ）屋上緑化に関する留意事項 

屋上緑化に当たっては、次に掲げる事項に適合すること。 

ａ） 継続的な緑化の効果や建物の維持管理を考慮し、樹木、多年草な

どを有効に植栽すること。 

ｂ） 土その他これに類するものを植栽及び樹木などの生育に必要な深

さ以上入れることができる植栽基盤があること。 

ｃ） 原則として、１㎡当たり低木１本以上の割合で植栽すること。 

なお、植栽を中木で行う場合においては、中木１本を低木２本と、

高木で行う場合においては、高木１本を低木３本とみなす。 

ｄ） 緑地を維持し得る散水施設を設けること。 

ｅ） 樹木や土壌が風などにより飛散することを防止すること。 

ｆ） 建築物の躯体を、樹木などの根によって傷めることがないような

樹種の選定及び防根を行うこと。 

 

（イ） 歩道状空地の特例 

歩道状空地のうち、歩道との段差がなく、歩道と歩道状空地を併せた幅員が４

ｍ以上１０ｍ以下、かつ、延長が連続して２０ｍ以上ある部分の有効係数は、表

－９に定める有効係数に１．２を乗じて得た数値とする。 

なお、この部分に緑化があっても、緑化の特例と重複して適用することはでき

ない。 

 

（ウ） 広場状空地の特例 

広場状空地（一団の形態を成す（地上の広場状空地及び駅前広場等が昇降機等

で連続した空間である場合を含む。）１，０００㎡以上の空地に限る。）の有効係

数は、表－９に定める有効係数に１．２を乗じて得た数値とする。 

また、緑化の特例と広場状空地の特例を重複して適用する場合は、広場の空間

形成や快適性、安全性などを考慮し広場としての質に配慮すること。 

なお、広場状空地に庇、屋根を設置することで、よりにぎわいや交流の形成が

図られる空間となるように計画された場合の有効係数は、その空地を青空空地と

みなした上で、広場状空地の特例を適用できるものとする。 

 

（エ） 重要文化財指定建築物、歴史的建造物等の保存等に係る敷地の特例 

重要文化財指定建築物、歴史的建造物等の保存等に係る敷地の部分の有効係数



36 

 

は、１．２とする。 

 

（オ） 保存緑地の特例 

保存緑地の有効係数は、１．２とする。 

なお、緑化の特例と重複して適用することはできない。 

 

（カ） 環境施設の特例 

歩道に面した有効空地などに、その区域の環境の向上に必要な施設（彫刻、モ

ニュメント、水飲み施設、ベンチなど）を設置する部分の有効係数は、表－９に

定める有効係数に、１．１を乗じて得た数値とする。 

 

（キ） 閉鎖型空間の特例 

建築物の内部の歩行者専用通路などの空地が、区域内のネットワークを形成す

るよう計画され、地区計画の地区施設等の整備の方針に記載され、かつ、地区施

設等として位置付けられる場合は、その有効空地の係数は、表－９に定める有効

係数に０．２を加えて得た数値とする。 

 

（ク） 貫通通路（区域内の歩行者専用通路）の特例 

区域内の屋外空間を動線上、自然に通り抜けることができ、かつ、道路、公園

等の公共施設相互間を有効に連絡する歩行者専用通路で、地区施設等として位置

付けられたものの有効係数は、表－９に定める有効係数に１．２を乗じて得た数

値とする。 

なお、この部分に緑化があっても、緑化の特例と重複して適用することはでき

ない。 

 

（ケ） 側面開放型の特例 

歩行者専用通路に庇、屋根等を設置することで、より快適な空間となるように

計画され、公共施設等の整備の方針と整合し、かつ、地区施設等として位置付け

られる場合は、その有効空地の係数は、表－９に定める有効係数に０.２を加えて

得た数値とする。 

また、庇、屋根等の高さは開放性等に配慮されたものとする。 

なお、この部分に緑化があっても、緑化の特例と重複して適用することはでき

ない。 

 

（コ） 駅前広場等の特例 

地区施設等として位置付けられた駅前広場等は、表－９によらず、有効係数１．

０とすることができる。 

また、駅前広場等の特例以外の特例と重複して適用する場合は、表－９に定め

る有効係数を１．０と読み替える。 

なお、閉鎖型空間の特例と重複して適用することはできない。 
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５ 評価容積率の最高限度等 

 

「活用方針」に定める区分に応じて、評価容積率の最高限度及びその用途の内訳など

を定めるものとする。 

 

（１） 評価容積率の対象となる部分 

 

見直し相当容積率の範囲内において設けられた用途についてのみ、評価容積率設定の

対象とする。 

 

（２） 事務所用途に関する制限 

 

「中枢広域拠点域内」のうち、「中核的な拠点地区」、「中核的な拠点周辺地区」及び

「活力とにぎわいの拠点地区・地区群」を除く区域においては、原則として事務所の用途

に供する部分は、見直し相当容積率の範囲内とする。 

なお、表－１２に掲げる地域においては、見直し相当容積率の範囲内を超えて、事務所

の用途に供する部分を設けることができる。 

表－１２ 

ア 事務所用途を導入することについて、基本計画等で都市計画上の位置付けがある地域 

イ 周辺市街地との土地利用上の一体性を確保することが可能で、特に支障がない地域 

 

（３） 評価容積率の最高限度及び育成用途の設定 

 

評価容積率の最高限度と、育成用途に供する部分の割合は、表－１３に示すとおりと

する。 

なお、育成用途には、表－７に掲げる公共公益施設を含めることができる。 
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◎ 評価容積率の最高限度【一般型】  表－１３ 

 区域の位置 評価容積率の最高限度 育成用途の設定割合※２ 

中
枢
広
域
拠
点
域
内
（
環
７
内
側
） 

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
交
流
ゾ
ー
ン 

中核的な拠点地区 
３００％ かつ 

０．７５Ｖ０※１ 

評価容積率※３の１／２ 

以上を育成用途とする。 

中核的な拠点周辺地区 
２５０％ かつ 

０．５Ｖ０ 

評価容積率※３のうち 

２００％以下の部分の１

／２以上と２００％を超

える部分を育成用途とす

る。 

活力とにぎわいの拠点

地区群 

２５０％ かつ 

０．５Ｖ０ 

評価容積率※３のうち 

２００％以下の部分の１

／２以上と２００％を超

える部分を育成用途とす

る。 

活力とにぎわいの拠点

地区 

２５０％ かつ 

０．５Ｖ０ 

評価容積率※３のうち 

２００％以下の部分の１

／５以上と２００％を超

える部分の２／５以上を

育成用途とする。 

その他の地域 
２５０％ かつ 

０．５Ｖ０ 

評価容積率※３のうち 

２００％を超える部分は

育成用途とする。 

活力とにぎわいの拠点地区 
２５０％ かつ 

０．５Ｖ０ 

評価容積率※３の１／５以

上を育成用途とする。 

その他の地域 
２００％ かつ 

０．５Ｖ０ 
―― 

※１  Ｖ０：見直し相当容積率（以下、同様） 

※２  第３技術基準３（３）ア、イ又はウに定める住宅の確保に対する評価容積率の設定を行

う場合で、かつ、整備地域等において老朽建築物の除却・共同化や基盤整備により地域の

不燃化を促進するなど、地域の防災性向上に特に寄与する計画については、その地域貢

献を育成用途とみなすことができる。ただし、この場合において、地域特性に応じた育成

用途２分類以上（住宅を除く。）を必要量設けるものとする。 

※３  第３技術基準３（２）ウにおける一時滞在施設による割増し部分は含まない。 
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（４） 評価容積率の最高限度及び住宅用途の設定 

 

住宅の供給の促進に寄与する計画に対する評価容積率の最高限度と住宅用途の設定割

合、育成用途の設定割合は、表－１３にかかわらず、表－１４に示すとおりとする。 

適用する区域は、中枢広域拠点域内における以下の地域とする。 

ア 国際ビジネス交流ゾーン（中核的な拠点地区を除く。） 

イ 中核的な拠点周辺地区 

ウ 活力とにぎわいの拠点地区 

エ センター・コア・エリア内で、都市計画のマスタープランなどにおいて都市計画的

な位置付けが明確にされた区域（中核的な拠点地区を除く。） 

オ 中核的な拠点地区の内、都市計画のマスタープランなどにおいて都市計画的な位

置付けが明確にされた区域で、かつ、周辺との一体性の確保が可能で特に支障がない

区域 

 

◎【住宅供給促進型】           表－１４ 

評価容積率の最高限度 住宅用途の設定割合 育成用途の設定割合 

５００％ かつ 

１．０Ｖ０※２ 

【住宅供給促進型Ⅰ】 

建築物の延べ面積のうち、２／３以上を住宅

用途に供する。 

 表－１３は、適用

しない。 

４００％ かつ 

０．７５Ｖ０※２ 

【住宅供給促進型Ⅱ】 

住宅用途、及び域外貢献による評価容積率に

関して、表－１３の評価容積率の最高限度を

超えることができる。 

なお、住宅用途により超える部分は、住宅用

途に供する延べ面積の１／２を限度とする。 

表－１３は、適用

しない。ただし、地

域特性に応じた育

成用途２分類以上

（住宅を除く。）を

必要量設けるこ

と。 

４００％ かつ 

０．７５Ｖ０ 

【住宅複合型】 

住宅用途、及び域外貢献による評価容積率に

関して、表－１３の評価容積率の最高限度を

超えることができる。 

なお、住宅用途により超える部分は、住宅用

途に供する延べ面積の１／２を限度とする。 

表－１３に定める

評価容積率の最高

限度以下の評価容

積率に限定して、

表－１３を、適用

する。※１ 

※１  第３技術基準３（３）ア、イ又はウに定める住宅の確保に対する評価容積率の設定を

行う場合で、かつ、整備地域等において老朽建築物の除却・共同化や基盤整備により地

域の不燃化を促進するなど、地域の防災性向上に特に寄与する計画については、その地

域貢献を育成用途とみなすことができる。ただし、この場合において、地域特性に応じ

た育成用途２分類以上（住宅を除く。）を必要量設けるものとする。 

※２  住宅用途により、表－１３に定める評価容積率の最高限度を超える部分の評価容積率

については、第３技術基準３評価容積率の設定の方法によらず、次のアからエに定める



40 

 

質の高い住宅や受け皿住宅の整備、開発区域外の公共貢献を行う場合の評価容積率によ

ることとする。なお、第３技術基準３評価容積率の設定の対象とした施設の部分につい

ては、本項目の評価容積率の対象としない。 

 

ア サービス付き高齢者向け住宅等、サービスアパートメント、子育て支援住宅又は長期優

良住宅に係る評価容積率 

 

サービス付き高齢者向け住宅等については、サービスを提供する者が駐在するスペー

ス、相談室、集会室・交流スペース等を含むが、高齢者福祉施設として評価する部分は除

くものとする。子育て支援住宅については、キッズルーム、相談室、集会室・交流スペー

ス等を含むが、子育て支援施設として評価する部分は除くものとする。 

 

施設整備床面積※÷敷地面積×１００％×２．０ 

※サービス付き高齢者向け住宅等、サービスアパートメント、子育て支援住

宅又は長期優良住宅の床面積 

 

イ 賃貸住宅の整備に係る評価容積率 

 

賃貸住宅の床面積÷敷地面積×１００％×１．０ 

 

ウ 受け皿住宅の整備に係る評価容積率 

 

受け皿住宅の床面積÷敷地面積×１００％×２．０ 

 

エ 開発区域外における公共貢献の評価 

 

第３技術基準３（６）開発区域外における基盤整備等の評価に定める方法によるものと

する。 

（事例）国際ビジネス交流ゾーン内の「中核的な拠点周辺地区」における育成用途及び住宅

用途の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５０％ 

４００％ 

４００％ 

【一般型】 【住宅複合型】 【住宅供給促進型Ⅱ】 【住宅供給促進型Ⅰ】 

５００％ 

住宅Ａ 

住宅Ｂ 住宅Ｂ 

住宅Ａ 

ただし書きの育成用途 育成用途 育成用途 

見直し相当容積率 見直し相当容積率 見直し相当容積率 見直し相当容積率 

住宅 

（住宅） 

Ａ≦Ｂ 

２
／
３
以
上
の
住
宅 

※２ 

※２ 

※４ 

※３ ※３ ※３ ※３ 

※４ 
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※３  第３技術基準３評価容積率の設定の方法による評価容積率 

※４  第３技術基準３（６）開発区域外における基盤整備等の方法による評価容積率 

 

（５） 高経年マンション建替えに係る評価容積率の最高限度  

 

マンション建替え計画における、評価容積率の最高限度及び育成用途の設定割合は、

表－１３にかかわらず、表－１５に示すとおりとする。 

 

◎【高経年マンション建替え型】     表－１５ 

対象となる計画 評価容積率の最高限度 育成用途の設定割合 

マンションの建替え

計画 

３００％ かつ 

０．７５Ｖ０※１ 

表－１３に定める評価容積率の最

高限度以下の評価容積率に限定し

て、表－１３を適用する。 

なお、通常の分譲住宅を育成用途と

する場合、国際ビジネス交流ゾーン

又は中枢広域拠点域内の中核的な

拠点地区、中核的な拠点周辺地区若

しくは活力とにぎわいの拠点地区

においては、地域特性に応じた育成

用途２分類以上（住宅を除く。）を

必要量設けること。 

※１  第３技術基準３（３）ウにおける評価容積率に限定して、評価容積率の最高限度０．

７５Ｖ０を超えることができる。 

 

（６） 評価容積率の最高限度及び宿泊施設用途の設定 

 

宿泊施設の整備の促進に寄与する計画に対する評価容積率の最高限度と宿泊施設用途

（一般の利用に供する集会所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分を

除く。）の設定割合、育成用途の設定割合は、表－１３にかかわらず、表－１６に示すと

おりとする。この場合において、観光バスの発着等により道路交通への影響が想定され

る地域においては、これを軽減するための施設整備など必要な措置を講じること。 

適用する区域は、「活用方針」及び「新宿区都市開発諸制度の運用の基本方針」におい

て定める「宿泊施設の整備を促進すべきエリア」とする。 
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◎ 【宿泊施設推進型】       表－１６ 

 区域の位置 評価容積率の最高限度  宿泊施設用途の設定割合 育成用途の設定割合 

「活用方針」及

び「新宿区都市

開発諸制度の

運用の基本方

針」において定

める「宿泊施設

の整備を促進

すべきエリア」  

５００％ かつ 

１．０Ｖ０ 

 建築物の延べ面積のうち、 

２／３以上を宿泊施設用途

に供する。 

 表－１３は適用し

ない。 

４００％ かつ 

０．７５Ｖ０ 

宿泊施設用途の割合が、２

／３未満の場合には、宿泊

施設用途に限定して、表－

１３の評価容積率の最高限

度を超えることができる。 

なお、超える部分は、宿泊施

設用途に供する延べ面積の

１／２を限度とする。 

表－１３に定める

評価容積率の最高

限度以下の評価容

積率に限定して、表

－１３を適用する。 

 

（事例）国際ビジネス交流ゾーン内の「中核的な拠点周辺地区」における育成用途及び宿泊

施設用途の設定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 高齢者福祉施設に係る評価容積率の最高限度  

 

高齢者福祉施設を評価することにより容積率を割り増した場合には、高齢者福祉施設

による評価容積率に限定して、表－１３、表－１４、表－１５又は表－１６の評価容積率

の最高限度を超えることができる。 

 

（８） 開発区域外における基盤整備等に係る評価容積率の最高限度 

域外貢献を評価することにより容積率を割り増した場合には、域外貢献による評価容

積率に限定して、表－１３又は表－１５の評価容積率の最高限度を２００％を上限とし

て超えることができる。また、上限を超える部分については、育成用途の規定は適用しな

い。 

なお、開発区域外の歩行者ネットワーク整備と一体的かつ総合的に行う開発区域内の

２
／
３
未
満
の
宿
泊
施
設 

２５０％ 

４００％ 

【一般型】 【宿泊施設推進型】 

５００％ 

育成用途 育成用途 

見直し相当容積率 見直し相当容積率 見直し相当容積率 

宿泊施設 

宿泊施設 

Ａ≦Ｂ 

２
／
３
以
上
の
宿
泊
施
設 宿泊施設Ｂ 

宿泊施設Ａ 
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歩行者ネットワーク等の整備を行う場合において、地域全体の回遊性の向上に資するな

ど、特に必要だと認められるときには、有効空地の整備による評価容積率のうち当該施

設整備面積によるものに限り、上記域外貢献と同様に取扱うことができる。 

 

６ 容積の適正配分     

 

地区整備計画の区域内の区分された地区間で、容積の適正配分を行う場合は、原則とし

てそれぞれの地区を同時に都市計画決定するものとし、適正配分後の計画容積率は、表－

１７によるものとする。 

 

（１） 適正配分後の計画容積率の限度 

 

表－１７ 

見直し相当用途地域 見直し相当容積率（Ｖ０） 

計画容積率 

配分先の 

上限 

配分元の 

下限 

商業系の用途地域 
６００％≦Ｖ０ 

１，３００％ 

かつ 

１．５Ｖ０ 

       

２００％ 

Ｖ０＜６００％ 
１．５Ｖ０ ５０％ 

商業系以外の用途地域 ― 

 

計画容積率が６００％以上の区域については、地区整備計画に容積率の最低限度を定

めるものとする。 

この場合の最低限度の数値は、計画容積率１／３以上かつ、現行の指定容積率以上と

する。 

 

（２） 容積の適正配分の特例 

 

地区整備計画の区域内において、区分された隣接する相互の地区の間（道路等を挟ん

でいる場合を含む。）の容積の配分に限っては、当該計画が、水辺や崖線沿い等におい

て良好な環境を創出するなど周辺の市街地環境への配慮や区域内環境の向上により貢献

した建築計画の実現に資し、あるいは、主要な公共施設等に位置付けられた広場などの

有効性の確保と向上が認められ、かつ、容積の配分による交通負荷など、交通上支障が

なく、より優良な計画となる場合は、表－１７によらないことができる。ただし、計画

容積率の配分元の下限は、５０％とする。 

 

（３） 容積の適正配分の算定 

 

原則として、地区整備計画の区域内の区分された地区ごとに算定した計画容積率の数

値に、当該数値の定められた区域内の敷地面積を乗じたものの合計の範囲内で、建築物
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の容積を適正配分するものとする。 

 

７ 用途の適正配置 

 

（１） 用途の適正配置の条件 

 

一体的かつ総合的に整備する複数の街区又は地区整備計画の区域内の区分された相互

の地区間において、一部の用途を集約することなどが、より良好な環境の形成、育成用途

による区域の活性化などに寄与する計画となる場合は、育成用途などの建築物の用途を

相互に適正に配置することができる。 

なお、適用に当たっては、次のアからエまでに適合することを条件とする。 

 

ア 用途の適正配置について、地区計画の方針に位置付けられていること。 

 

イ 地区整備計画において、当該用途の制限、容積率の最高限度などが定められており、

複数の街区又は相互の地区において、地区整備計画を同時に都市計画決定すること。 

なお、基本計画等で、用途別のフレームや容積率が定められ、地区整備計画の区域内

全体で、整合が図られる場合はこの限りでない。 

 

ウ  地区整備計画の区域内の評価容積率の合計が、適正配置を適用しない場合の合計を

超えないこと。 

 

エ  地区整備計画の区域内で、本来必要となる育成用途などの面積の合計が、適正配置

を適用しない場合の合計を下回らないこと。 
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第４ 計画 内容の実現 とその 担 保 

 

「再開発等促進区を定める地区計画」において定める計画内容を確実に実現するため、

関係地権者、住民等は、次の１から４までに掲げる事項を行うものとする。 

 

１ 主要な公共施設、地区施設等の公共施設及び有効空地等の整備及び管理の確実性    

 

主要な公共施設、地区施設等の公共施設、有効空地、住宅など、容積率の算定の対象とな

る施設などの整備は、本運用基準に基づく容積率の算定及び建築基準法の規定による認定

等の条件となることから、対象となる区域や地区の建築物及び関連する施設が供用される

時期に合わせ、行われるべきものである。 

これらの施設等の整備は、「再開発等促進区を定める地区計画」についての企画提案を行

った関係地権者、住民、開発事業者等の責任と費用の負担によって行われることを原則と

する。 

地区計画の内容として都市計画決定される事項以外で、地区計画策定の判断要素となっ

た事項のうち必要なものについては、開発事業者等は区（必要に応じて関係機関も含む｡）

に対して、その事項について確約し、届け出るものとする。 

なお、これらの施設等を民間の地権者等が管理する場合は、関係地権者等と区との間で、

整備、維持及び管理に関する協定等を締結すること。 

 

（１）   開発者負担の協議 

 

地区計画の区域内の主要な公共施設及び地区施設の整備については、「再開発等促進

区を定める地区計画」に関する企画提案段階で、区及び東京都、関係地権者、住民、開

発事業者等の間で、それぞれの施設の整備の主体、規模、時期、将来の所有、維持、管

理等について、事前に協議を行い、原則として都市計画決定前に、その協議内容につい

て、協定等を締結し、その写しを企画提案書に添えて、区へ提出するものとする。 

なお、地区計画及び再開発等促進区のみを定める場合には、開発動向等の状況を勘案

して、協定内容は関係地権者、開発事業者等がそれぞれの施設を地区整備計画策定の段

階までに確実に整備することを内容としたものとすることができる。 

 

（２） 開発者負担の内容 

 

原則として、次のア及びイに掲げる施設は、計画区域内の関係地権者等の受益の限度

に応じて、開発者負担で整備すること。 

       

ア 主要な公共施設及び地区施設 

イ その他の施設、有効空地など 

       

当該区域の開発、整備に基づく計画の内容、開発容量、発生交通量などが、周辺市街地

の環境に対して著しく影響を与えるおそれがある場合には、開発事業者等による区域外
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の公共施設等の整備を開発条件とし、開発事業者等は応分の負担をするものとする。 

 

２ 建 築 物 等の 制 限内容 の 担 保 

 

（１） 都市計画による担保 

        

地区整備計画では、地区計画の方針に沿って具体的に建築物等の用途、形態、規模等

の制限を定めること。 

公共施設等については、主要な公共施設、地区施設への位置付けを行うとともに、そ

の他の有効空地についても、同様の位置付けを行うよう努めること。 

住宅、公共公益施設など、評価容積率の設定の対象となる施設の用途の部分の容積率

については、地区整備計画の容積率の最高限度にその内訳を記載すること。 

 

（２） 建築制限条例による担保 

 

建築物の敷地、構造、建築設備又は用途、形態に関する事項で、地区整備計画に定め

られたものは、原則として建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づく条例で、これ

らに関する制限として定めなければならない。 

 

３ 有 効 空 地等 の 維持管 理 

 

（１） 有効空地等の維持管理 

 

「再開発等促進区を定める地区計画」の企画提案者又は建築主若しくは所有者（以

下、「所有者等」という。）は、次に掲げる施設（以下、「有効空地等」という。）の維持

管理を適切に行うことについて、管理責任者を選任しなければならない。 

また、管理責任者は、有効空地等を適切に維持管理し、その状況を、区が求めたとき

は区に報告しなければならない。 

 

ア 有効空地 

イ 第２策定基準２（３）オ（ア）に掲げる防災備蓄倉庫の用に供する部分 

ウ 第２策定基準２（３）オ（イ）に掲げる一時滞在施設の用に供する部分 

（ただし、第３技術基準３（２）ウに掲げる評価容積率の設定をするものに限る。） 

 

（２） 公衆への周知 

 

所有者等又は管理責任者は、有効空 地等（上記（１）イに掲げる施設を除く。）につ

いて、その設定の対象とした部分を示す位置、内容、管理責任者などを記載した標示板

を、一般の公衆、居住者など、施設の利用者に認知できるように、計画区域内の日常一

般に公開される場所に設置しなければならない。 
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４ 帰宅困難者対策の消防計画（事業所防災計画）への記載 

 

所有者等又は管理責任者は、大規模災害時における建築物の自立性確保及び一時滞在施

設の確保に係る部分について、その整備内容等を「東京都震災対策条例（平成１２年東京

都条例第２０２号）」に基づく事業所防災計画に記載し、東京消防庁に届け出なければな

らない。 
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第５ 計画 手続きと運 用シス テ ム 

 

１ 関係地権者、住民等による地区計画の提案、企画提案書の作成と提出  

 

関係地権者、住民等が、区に対して地区計画に関する企画の提案及び都市計画手続きの

依頼を行うときは、企画提案書等の資料を提出するものとする。 

資料の提出に当たっては、提案者全員の氏名又は名称、住所を記載した書面を添付する。 

また、公共施設等に関する維持、管理等についての協定書等を添付するものとする。 

区は、提出された企画提案書等について、本運用基準への適合性など、都市計画上の妥

当性、計画の優良性など、提案された計画内容についての評価を行い、適当と判断される

場合は、地区計画に関する都市計画の原案作成などの手続を進めることとする。 

 

２ 協 議 会 等の 連 絡体制 の 整 備 

 

企画に対する評価及び地区計画の決定については、本運用基準の実効性ある運用を図る

ため、必要に応じて、区の地区計画担当部署が事務局となってまちづくり協議会などへの

事務的な連絡及び執行体制の整備を行うものとする。 

 

３ 計画手続の流れ 

 

「再開発等促進区を定める地区計画」は、当該区域における将来目指すべき市街地像の

実現に向けて、関係地権者等の合意形成、関係機関との調整、企画提案、都市計画決定、建

築基準法の申請などの諸手続、開発行為及び建築行為による開発、整備までのいくつかの

段階を踏まえて進めていく計画である。 

具体的には、次の手続を踏んで進めることが望ましい。 

 

第１段階（準備段階） 

  

区域内の関係地権者、住民等によるまちづくり案の検討 

① 将来めざすべき市街地像に向けてのイメージづくり 

② 再開発等を行う旨の区域内の関係地権者等の合意形成 

③ 周辺市街地の住民等への説明、意見の聴取 

④ 土地利用の転換など、将来の市街地像の基本計画づくり 

⑤ 計画区域内及び周辺市街地の関係地権者のおおむねの合意形成 

    

第２段階（企画段階） 

 

地区計画制度適用のための諸条件の整理 

① 将来めざすべき市街地像の明確化 

② 望ましいまちづくりの手法の検討と選択 

③ 基本計画等への適合性の確認 
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④ 区域内の関係地権者等による協議と合意形成 

⑤ 区等の担当部署との協議、調整  

 

第３段階（案の作成段階） 

 

地区計画制度適用による都市計画決定を想定した企画内容についての合意形成 

① 関係地権者、住民等の開発、整備予定者と計画内容について、区及び東京都と

協議、調整し、計画内容などを確認 

② 建築物や空地の形態や配置に関する計画について、特定行政庁による許可、認

定を受けようとする者と特定行政庁との十分な調整 

③ 計画に対する評価事項と計画施設などの整備内容の担保性確保の検討 

④ 関係機関との協議、調整 

⑤ 周辺市街地の住民等への説明、意見の聴取 

 

第４段階（都市計画決定段階） 

 

都市計画決定手続の直近の段階の具体的開発事項についての合意形成と都市計画に関

する手続 

① 都市機能の増進に対する寄与度や周辺市街地環境の整備、改善、向上に対する

貢献度の確認 

② 周辺住民に対する説明会の開催など、開発、整備の内容についての周知、合意形

成、協力 

③  計画、整備内容について、関係地権者間の最終的な合意形成 

④  関係機関との計画内容についての再確認 

⑤ 企画提案書の提出、都市計画手続の依頼 

⑥ 計画についての説明会の開催 

⑦ 一連の都市計画手続 

⑧ 再開発等促進区を定める地区計画の都市計画決定 

 

第５段階（運用段階） 

 

都市計画決定内容に基づく建築物に関する事項の許可、認定など、開発、整備について

の具体化に向けての手続段階 

① 主要な公共施設や地区施設の整備の確実性及び建築物等の計画内容の実現に関

する担保と関係者間の合意形成 

② 計画建築物に関する許可、認定（容積率設定の条件などの確認） 

③ 建築確認など 

 

第６段階（供用段階） 

 

関係地権者、住民、管理者等が、完成した施設建築物、公共施設、空地などについて、
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計画当初のルールに従って、適切に維持、管理、運営、報告 

    

第７段階（新たな展開段階） 

 

当該区域において、再開発等促進区を定める地区計画により実現された市街地像とそ

の手続を基に、周辺市街地のまちづくりへと展開、波及 

 

 

第５段階までの、計画手続のおおむねの流れは、「再開発等促進区を定める地区計画の

流れ」による。 
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第６ 特 例 地 区 

 

下記の地区、地域においては、本運用基準第１から第５までに示す内容に適合すること

を原則としつつ、本章において示す内容によるものとする。 

 

１ 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」第２０条の規定による「街並み景観重点

地区」 

２ 「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」第６条の規定による「街並み再生地区」 

３ 老朽化した住宅団地の建替えを行う地域など 

４ 幹線道路沿道の地域 

５ 都市再生特別地区 

 

１ 街並み景観重点地区 

 

街並み景観重点地区内においては、以下の規定によることができるものとする。 

 

（１） 街並み景観の形成に資する計画の評価（ 評価容積率の設定） 

 

街並み景観の形成に資する計画については、表―１８に示す数値を、評価容積率とし

て設定することができる。 

 

表－１８ 

 評価容積率の設定の要件 評価容積率 

ア 街
並
み
景
観
重
点
地
区
で
あ
る
こ
と 

○ 街並み景観協議会により、当該区域の「街並み景観ガイドライ

ン」に適合していると認められた建築物等の計画であること。 

○ 当該区域の「街並み景観ガイドライン」の考え方が、企画提案

書に明記されること。 

５０％ 

イ 

○ 街並み形成に関する考え方が、地区計画の目標などに明示さ

れ、地区整備計画において、壁面の位置の制限、建築物の高さ

の最高限度及び形態又は意匠の制限などが、その趣旨を反映し

て定められていること。 

○ 当該地区計画の区域が、他の「街並み景観ガイドライン」策定

区域と重なる場合又は隣接する場合で、それらの考え方を踏ま

えて、地区整備計画が策定されること。 

５０％ 

ウ ○ 上記ア及びイの両方の要件を満たすこと。 １００％ 
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（２） 街並み景観の形成に当たり配慮する事項 

 

街並み景観づくりを推進するため、表―１９に掲げる事項に配慮すること。 

 

表－１９ 

ア スカイラインの形成に関する考え方 

（建築物、建築物群の高さの最高限度及び各部分の高さに関する都市計画上の考え方を

含む。） 

イ 建築物の配置に関する考え方 

（建築物の隣棟間隔についての考え方を含む。） 

ウ 道路等の公共施設、空地の整備、修景に関する考え方 

（歩行者空間についての計画を含む。） 

エ 建築物の形態、意匠に関する考え方 

（色彩、素材、意匠についての計画を含む。） 

オ 緑化、植栽に関する考え方 

カ 看板、サインの設置に関する考え方 

キ モニュメント、彫刻、アート等の環境施設の設置に関する考え方 

 

（３） 評価容積率の最高限度と用途制限 

 

評価容積率の最高限度及び育成用途などの割合は、表－１３、表－１４又は表－１５

によるものとする。 

 

２ 街並み再生地区 

 

「街並み再生方針」において、当該街並み再生地区の特性などに応じ、街区再編まちづ

くりの推進のために必要な事項に関して、その考え方や数値などの定めが示された場合に

は、本運用基準を適用しないことができる。 

 

３ 老朽化した住宅団地の建替えを行う地域など 

 

表－２０の地域においては、本節の規定によることができるものとする。 

 

表－２０ 

ア 
老朽化した住宅団地の建替えを行う地域（一団地の住宅施設の都市計画を廃止する場合

を含む。） 

イ 
住居専用地域内で、低未利用地を土地利用転換することなどにより、良好な住宅市街地

形成を図る地域 
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（１） 区域の設定 

 

地区計画の区域は、住環境の形成、保全及び公共施設の整備など周辺地域のまちづく

りも勘案して、当該団地などを含む適切な区域とすること。 

原則として、当該団地など、全体を地区整備計画の区域とすること。 

 

（２） 周辺市街地との調和 

 

周辺市街地に及ぼす影響に十分配慮し、住宅の配置や高さなどについて、隣接する土

地の利用状況等と調和した計画とすること。 

住居専用地域等において、建蔽率や絶対高さ制限の緩和を行う場合は、地域に定めら

れている高度地区、日影規制などを考慮しつつ、原則として、境界部分における建築物

の高さ等を抑制する計画とすること。 

 

（３） 建蔽率の緩和 

 

見直し相当容積率を設定する場合は、見直し相当建蔽率についても、用途地域等に関

する指定基準に基づき適切に設定すること。 

また、見直し相当容積率が現行指定容積率と同じ場合でも、隣接する土地の形状、利

用状況等に応じて建築物の高さを抑えつつ土地の高度利用を図る必要があり、かつ、良

好な環境の形成に必要な、適切な規模の有効空地や緑化空間を確保することにより、周

辺市街地との調和が図られるときに限って、６／１０を上限として、当該区域にふさわ

しい数値まで建蔽率を緩和することができる。 

 

（４） 絶対高さ制限の緩和 

 

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における絶対高さ制限を緩和す

るときは、良好な周辺の住宅市街地の環境との調和を図り、当該区域の特性にふさわし

いものとするため、２０ｍの限度の範囲内で、必要に応じて地区整備計画の区域の区分

された地区を単位として高さの最高限度を定めること。 

原則として、区が定める「建築基準法第 59条の 2に規定する許可の運用基準」に規

定された絶対高さ制限に関する緩和基準（方位別斜線制限）の条件に合った、高さの最

高限度制限を設定すること。ただし、土地利用の状況や緑地の確保等、計画上の配慮な

どにより、支障がないと認められる場合は、この限りでない。 

 

（５） 評価容積率の最高限度の緩和 

 

上記アの地域で、見直し相当容積率が２００％以下の区域においては、評価容積率の

最高限度を１００％かつ０．７５Ｖｏとする。 
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（６） 壁面の位置の制限の緩和 

 

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域については、２０ｍ以下の絶対

高さの制限が定められていることを考慮し、第２策定基準１（１１）表－５のうち、６

ｍ（１０ｍ≦Ｈ＜５０ｍ）とあるのを、４ｍ（１０ｍ≦Ｈ＜２０ｍ）と読み替える。 

 

（７） 住環境の継承、保全 

 

樹木、緑地などのみどり、広場、集合住宅共用庭などの空地、歩行者専用通路などの

ネットワークなど、住環境形成に関する重要な要素については、継承及び保全を図るこ

と。 

 

４ 幹線道路沿道の地域 

 

沿道整備道路沿道の区域においては、道路交通騒音により生ずる障害の防止に有効な計

画である場合は、第２策定基準１（１０）及び（１２）イ（イ）を適用しないことができ

る。 

 

５ 都市再生特別地区 

 

都市再生特別地区については、本運用基準を適用しないことができる。 

 

第７ そ の 他 

 

本運用基準の施行に当たって、必要な細目は、別に定めるものとする。 

 

   

附則（平成 18年 12月 12日付 18新都地区第 593号） 

この運用基準は、平成 19年 1月 1日から施行する。 

 

附則（平成 19年 8月 29日付 19新都地区第 446号） 

この運用基準は、平成 19年 9月 1日から施行する。 

 

附則（平成 23年 3月 30日付 22新都景第 1288号） 

この運用基準は、平成 23年 4月 1日から施行する。 

 

附則（平成 26年 11月 7日付 26新都景第 601号） 

この運用基準は、平成 26年 11月 7日から施行する。 

 

附則（平成 27年 11月 16日付 27新都景第 388号） 

この運用基準は、平成 27年 11月 16日から施行する。 
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附則（平成 30年 7月 12日付 30新都景第 206号） 

この運用基準は、平成 30年 7月 12日から施行する。 

 

附則（令和 2年 6月 2日付 2新都景第 91号） 

この運用基準は、令和 2年 6月 2日から施行する。 

 

附則（令和 3年 3月 31日付 2新都景第 741号） 

この運用基準は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 

 


